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※ 研究会資料の一部を抜粋
※ 一部資料は、東部医師会在宅医療介護連携推進室が追加（作成者了解済み）

地域包括支援センターとは

介護保険法

第１１５条の４６

地域包括支援センターは、「地域住民の心身の健
康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行う
ことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を
包括的に支援することを目的とする施設」とする。

介護保険法施行規則

第１４０条の６６

（１） 保健師

（２） 社会福祉士

（３） 主任介護支援専門員
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鳥取市の地域包括支援センター
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１中央包括

２東 包括係

４南包括

５西包括

３こやま包括
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5

東部４町の地域包括支援センター

※ 東部医師会在宅医療介護連携推進室 追加資料

１ 高齢者の総合相談に関すること
在宅介護、認知症・介護保険のことなど高齢者

に関する様々な相談 （電話や窓口、必要に応じて家庭訪問など）

２ 介護予防に関すること

介護予防事業やケアプランの作成など

３ 権利擁護に関すること

成年後見制度の紹介や利用支援、高齢者虐待、悪質な消費者被

害などへの対応

４ 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること

ケアマネジャー、主治医、地域の関係機関などとのネットワー

クをつくり、住み慣れた地域での生活を支援

包括支援センターの主な業務
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介護予防支援
社会福祉士等

保健師等

チーム
アプローチ

主任介護
支援専門員等

※保険給付の対象

・アセスメントの実施
↓

・プランの作成
↓

・事業者による事業実施
↓

・再アセスメント

主治医

居宅介護
支援事業所

多面的支援の展開
行政機関、保健所、医療機関、インフォーマ
ルサービスなど必要なサービスにつなぐ

虐待防止 介護サービス ボランティア

医療サービス ヘルスサービス 成年後見制度

介護相談員 地域権利擁護 民生委員

ケアマネ

ケアチーム

・「地域ケア会議」等を
通じ他 自立支援型ケ
アマネジメントの支援

・ケアマネジャーへの日
常的個別指導、相談

・支援困難事例等への指
導、助言

被保険者・家族等

専門職

介護予防
ケアマネジメント業務

包括的・継続的
マネジメント業務

総合相談・支援業務

二次予防事業（おたっしゃ教室等）
対象者に対する予防プランの作成など

消費生活センター

権利擁護業務

・成年後見制度の活用促進、
高齢者虐待への対応など

・住民の各種相談を幅広く受け付
けて、制度横断的な支援を実施

（ケ
ア
マ
ネ
事
業
所
へ
の
委
託
が
可
能
）

要
支
援
者
に
対
す
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成

※包括的支援事業（地域支援事業の一部）

包括支援センターの主な業務
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例）

1 介護で困っている

2 認知症がありどうしたらいいかわからない

3 ひとり暮らしで、身の回りのことが困っている

4 介護保険の説明や申請の代行をしてほしい

5 高齢者の体の見えないところに不自然なあ

ざがある

6 お金の管理やいろいろな手続きができなく

なった

など

１ 高齢者の総合相談
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（１）要支援認定者のケアマネジメント

（２）啓発活動

（３）介護予防教室

２ 介護予防に関すること
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（1） 要支援認定者のケアマネジメント
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（２） 啓発活動

出前講座

①認知症サポーター養成講座

②一般啓発活動

（転倒予防・口腔衛生など）

①おたっしゃ教室

②認知症予防教室

（３）介護予防教室
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認知症サポーター養成講座の様子

小学校で 中学校で

地域で

その他
企業に出向いて
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おたっしゃ教室の様子
スポーツジム型

地区公民館型
血圧測定をします

運動指導士による運動や
栄養士・歯科衛生士の講
話を聴きます
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認知症予防教室

タッチパネルの実施

しゃんしゃん棒を作って
しゃんしゃん体操をします

歌を歌いなが
ら体を動かし
ます

医師の
講演

14



「困難な状態にある高齢者が、地域において尊厳
のある生活を維持し、安心して生活を行うことが
できるよう、専門的・継続的な視点から、高齢者
の権利擁護のため必要な支援を行うこと」

（１）成年後見制度の活用促進

（２）高齢者虐待への対応

（３）困難事例への対応

（４）消費者被害の防止

３ 権利擁護に関すること
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成年後見制度とは

＝判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度

契約制度の導入に伴い、本人の能力等を見極め援助するこ
とにより、自立した地域生活を維持できる。

※ 成年後見制度の申し立て

身寄りのない重度の認知症高齢者などが、適切に財産処理
や福祉サービスなどの利用を行えるよう、親族などの有無を
慎重に調査した上で、必要に応じ、市長による法定後見の開
始申立を行ないます。

（１）成年後見制度の活用
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＊高齢者虐待防止法の施行（平成１８年４月～）

①身体的虐待＝たたく、けるなどの暴力行為やベッド

に縛り付けるなど身体の自由を奪うこと。

②介護・世話の放棄・放任（ネグレクト）

③心理的虐待＝どなる、威圧的な態度をとるなど精神的、

情緒的な苦痛を与えること。

④性的虐待＝合意のないあらゆる形態の性的な行為や その

強要をすることなど。

⑤経済的虐待＝高齢者の年金を勝手に使ったり、日常生活

に必要な金銭を渡さない、使わせないなど。

（２）高齢者虐待への対応
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４ 包括的・継続的ケアマネジメント

安心して暮らせる地域づくり

ケアマネジャー、主治医、地域の関係機関などとの
ネットワークをつくり、高齢者が住み慣れた地域で暮
らし続けることができるよう支援。

（１）本人の意欲や適応能力などの維持や回復を援助する。

（２）課題解決に有効だと考えられるあらゆる社会資源を

自己決定に基づきコーディネートする。

（３）本人や家族が必要なときに必要な社会資源を切れ目

なく活用できるよう援助していく。
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